
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

〃

〃

【

公

告

】

○

落

札

者

等

の

決

定

環

境

企

画

課

○

県

営

土

地

改

良

事

業

変

更

計

画

の

縦

覧

耕

地

課

○

林

業

種

苗

法

に

基

づ

く

生

産

事

業

者

の

登

録

の

治

山

課

失

効

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

○

落

札

者

等

の

決

定

警

察

本

部

会

計

課

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

西
松
建
設
株
式
会
社

住
所

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目

番
１
号

1
7

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

髙
瀨

伸
利

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
西
松
建
設
株
式
会
社
令
和
２
年
度
玉
島
笠
岡
道
路
西
大
島
ト
ン
ネ
ル
他
工
事

所
在
地

笠
岡
市
西
大
島
地
内
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設

55
種 類 生コンクリート製造業の用に

供するバッチャープラント

能 力 40㎥／時間

工 事 着 手 予 定 年 月 日 令和３年11月１日

工 事 完 成 予 定 年 月 日 令和３年11月30日

使 用 開 始 予 定 年 月 日 令和３年12月１日

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続４時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 2 4
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 11～12 11～12
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 8 8
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 20 30

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 1,500 3,000

油 分（㎎／Ｌ） 2 3

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 20 20

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 2 2

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 新 設

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 濁水処理施設

種 類 及 び 型 式 濁水処理設備（ＨＦＳ－４０）

構 造 ＳＳ製ほか

主 要 寸 法 幅6.2m×長さ14.9m×高さ3.2m

能 力 40㎥／時間

処 理 の 方 法 凝集沈殿＋機械脱水＋ｐＨ調整

工 事 着 手 予 定 年 月 日 令和３年11月１日

工 事 完 成 予 定 年 月 日 令和３年11月30日

使 用 開 始 予 定 年 月 日 令和３年12月１日

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 240 960 240 960
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 11～12 11～12 6.0～8.5 6.0～8.5
びに当該汚水等

 の通常の量及び ＢＯＤ（mg／Ｌ） 8 8 8 8
最大の量

 ＣＯＤ（mg／Ｌ） 20 30 20 30

   Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 1,500 3,000 40 50

 油 分（mg／Ｌ） 2 3 2 3

   Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 20 20 20 20

    Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 2 2 2 2
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(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 Ｎｏ．１

新 設
区 分

通 常 最 大

水 量（㎥／日） 240 960

ｐ Ｈ 6.0～8.5 6.0～8.5

 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 8 8

ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 20 30

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 40 50

油 分（㎎／Ｌ） 2 3

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 20 20

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 2 2

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 令和３年８月13日から同年９月３日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び笠岡市役所

令和３年８月１３日　岡山県公報　第１２３１８号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

北
興
化
学
工
業
株
式
会
社

住
所

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
一
丁
目
５
番
４
号

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

佐
野

健
一

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
北
興
化
学
工
業
株
式
会
社
岡
山
工
場

所
在
地

玉
野
市
胸
上

番
地

4
0
2

令和３年８月１３日　岡山県公報　第１２３１８号



(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 廃 止

46－イ

種 類 同左
有機化学工業製品製造
業の用に供する水洗施
設（Ｒ－６－７）

能 力 8.0㎥／時8.0㎥／時
2.4～2.5回／日

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 工事着手後１週間 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 工事完成後直ちに －

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 3.9 4.7
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 0.5～2.5 0.5～2.5
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 300 400
常の量及び最大
の量 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 33 57

油 分（㎎／Ｌ） 32 41 同左

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 19 38

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 6 10

アンモニア，アンモニウム

7.6 15.2化合物，亜硝酸化合物及び

  硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更なし
(5) 排水口に関する事項

変更なし

２ 縦覧の期間及び場所
(1) 期 間 令和３年８月13日から同年９月３日まで
(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び玉野市役所
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〔
三
三
三
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
三
年
八
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名
及
び
数
量

環
境
放
射
線
等
監
視
シ
ス
テ
ム
更
新
業
務

一
式

二

契
約
期
間

契
約
締
結
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
環
境
文
化
部
環
境
企
画
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
八
月
四
日

五

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
日
立
製
作
所
中
国
支
社

広
島
県
広
島
市
中
区
袋
町
五
番
二
十
五
号

六

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

九
八

六
二
六

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
八

九
六
六

〇
〇
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日
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第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

〔
三
三
四
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）

り

県
営
土
地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備

八
社
地
区

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
関
係
書

、

）

類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
八
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

）
変
更
計
画
書

（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備

八
社
地
区

二

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
八
月
十
三
日
か
ら
同
年
九
月
三
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

津
山
市
役
所
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〔
三
三
五
〕
林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
生
産
事
業
者
の
登
録
が
失
効
し
た
。

令
和
三
年
八
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

事

業

所

の

生

産

事

業

者

名

称

及

び

登

録

生
産
事
業
の

所

在

地

番

号

氏

名

又

は

内

容

住

所

名

称

美
作

八

竹
本

正
義

真
庭
市
清
谷
九
六
二

幼
苗
の
育
成

竹
本
育
苗
住

－

幼
苗
以
外
の

所
地
に
同
じ

苗
木
育
成
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〔
三
三
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
八
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
南
溝
手
字
座
頭
橋
四
九
三

四
、
四
九
四

三

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
南
区
福
富
西
二

一
〇

二
三

－
－

吉
田

賢
司

吉
田

幸
子

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
三
年
四
月
二
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
八
号
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〔
三
三
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
八
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

赤
磐
市
桜
が
丘
東
三
丁
目
三

七
一
一
、
一
一
六
九

一

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
野
田
四

六

一
〇

－
－

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社

岡
山
営
業
所

支
配
人

大
橋

通
暢

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
三
年
七
月
五
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
二
四
号
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〔
三
三
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
八
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

－
－

－
－

浅
口
市
鴨
方
町
益
坂
字
長
谷
一

二
、
一

五
、
一

一
一
、
地
頭
上
字
長
谷
四
九
、
四
九

二
、
四
九

三
、
五
一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

倉
敷
市
中
島
二
三
七
〇

一
二
七

－

伊
井
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

伊
井

信
博

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
三
年
一
月
二
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
七
四
号

令和３年８月１３日　岡山県公報　第１２３１８号



〔
三
三
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
八
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
井
手
字
西
延
五
一
三

四

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
山
地
一
二
九

一
二

－

岡
田

尊
典

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
〇
四
号
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〔
三
四
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
八
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

－
－

－
－

浅
口
市
鴨
方
町
益
坂
字
長
谷
一

二
、
一

五
、
一

一
一
、
地
頭
上
字
長
谷
四
九
、
四
九

二
、
四
九

三
、
五
一

－

二

公
共
施
設
の
種
類

道
路

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

倉
敷
市
中
島
二
三
七
〇

一
二
七

－

伊
井
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

伊
井

信
博

五

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
三
年
一
月
二
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
七
四
号

令和３年８月１３日　岡山県公報　第１２３１８号



〔
三
四
一
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
三
年
八
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

借
入
件
名
及
び
数
量

オ
ン
プ
レ
ミ
ス
型
グ
ル
ー
プ
ウ
ェ
ア
シ
ス
テ
ム
の
借
入
れ

一
式

二

借
入
期
間

令
和
四
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
浦
一
丁
目
二
番
三
号

六

落
札
金
額

一
月
当
た
り
九
四
二
、
三
一
五
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
八
五
、
六
六
五
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
三
年
五
月
二
十
八
日
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